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改正前  

5 留意事項  
（1）本事業の実施に当たっては、法第24条による保育の実施に支障がな   

ないよう職員配置や設備基準について十分に留意すること。  
（2）本事業の実施に当たっては、保育所保育指針を参考とすること。  

6 事業の実施手続  
（1）市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、   

実施保育所等について都道府県知事に十分協議を行うこと。  
（2）この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を整備   

しておくこと。  
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保
 
 

、
県
る
 
 

は
府
す
 
 

長
道
合
 
 

の
都
適
 
 

区
て
に
 
別
い
件
 
 

特
つ
要
 
 

び
に
の
 
 

助
 
削
「
 
 

す
酎
 
 

と
 
 

の
 
 

も
 
 

る
 
 

す
 
 

h
ソ
 
 

よ
 
 

ろ
 
 

こ
 
 

と
 
 

る
 
 

め
 
 

定
 
 

に
 
 

て
事
 
市
 
 

し
る
 
核
 
 

対
す
 
中
 
 

に
施
 
び
 
 

業
実
 
及
 
 

事
が
 
市
 
 

の
村
 
都
 
 

次
町
業
定
 
 

県
 
 

府
 
 

道
 
 

都
 
 

対
 
 

こ
 
 

事
 
 

る
 
 

す
 
 

成
 
 

助
 
 

は
 
 

成する 助  事業  は
 
 

又
 
 

業
 
 

事
 
 

る
 
 

す
 
 

施
 
 

．、ゝ．  ．・・ 
ミ■i⊥L二ごこきこ言、－・‥ 一Tf・    ．・－てiニ」ここ．｛てニー∴∑‥・亡－－－・三■．ごこふこ、｛＝マニー－∴●－‥・ ご・一一て」■．ご＿ふご．－ニてニー∴－‥・′－・－†て＿・・‥・  



病児・病後児保育事業実施要綱  病児・病後児保育事業実施要綱  

い
る
に
ほ
し
目
 
 
 

て
あ
要
る
心
を
 
 
 

し
が
需
す
安
と
 
 
 

労
合
音
育
、
こ
 
 

的
就
場
保
保
で
る
 
 

目
が
な
た
に
と
図
 
 

の
者
難
し
的
こ
を
 
 

業
譲
囲
う
時
う
上
 
 

事
保
が
こ
一
行
向
 
 

育
 
を
を
の
 
 

l
 
 

1 （略）  
子どもが病気の際に自宅での保  ヽ．  て

 
 
 

－
∨
 
 

お
 
 

等
 
 

合
 
 

場
 
 

る
 
 

童
等
祉
 
 

児
応
福
 
 

の
対
の
 
 

気
急
重
 
 

病
緊
児
 
 

て
の
て
 
 

い
へ
 
つ
 
 

お
童
も
 
 

こ
目
し
 
 

I
－
－
L
ノ
 
 
ヽ
 
 

等
た
し
 
 

所
つ
備
 
 

育
な
整
 
 

保
と
を
 
 

・
良
境
 
 

院
不
環
 
 

病
調
る
 
 

、
体
き
 
め
に
で
 
 

た
中
が
 
0
 
 

る
育
て
る
 
 

す
保
育
す
 
 

応
、
子
と
 
 

対
か
て
的
 
 

2 実施主体  
実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は市町村が適切と   

認めた者とする。   

2 （略）  

象
型
気
ら
た
応
気
童
す
児
育
全
び
 
 
 

対
応
病
め
れ
対
病
児
育
良
保
安
及
 
 

型
の
対
が
課
さ
児
が
該
保
不
が
つ
業
 
類
業
児
童
が
設
後
童
当
に
調
童
か
事
 
 

業
事
病
児
変
付
病
児
、
的
体
児
心
る
 
0
 
 

事
本
）
 
急
に
）
 
て
時
）
 
安
図
業
 
 

1
 
 

3
 
 

2
 
 

3 （略）  
3
 
 

となる事業類型は、次に掲げるものとする。  

ヽ一  の
等
 
 

状
所
 
 

症
育
 
 

の
保
 
 

面
、
 
 

当
所
 
 

、
療
 
 

つ
診
 
 

カ
．
 
〇
 
 

、
院
業
 
り
病
事
 
 

あ
を
る
 
 

で
童
す
 
 

」
児
育
 
合
該
保
 
 

場
当
に
 
 

、
 
 
勺
 
 

し
 
 
1
′
‖
H
 
 

な
て
時
 
 

ら
い
∵
 
 

至
お
で
 
 

に
に
ス
 
期
合
一
 
 

復
場
ペ
 
 

回
い
ス
 
 

「
な
用
 
 

の
れ
専
型
の
を
る
対
中
な
保
 
 

い
一
 
 

お
で
 
 

に
ス
 
 

間
一
 
 

期
ペ
 
 

な
ス
 
 

難
用
 
 

困
専
 
 

が
た
 
 

育
れ
 
保
さ
 
 

団
設
 
 

集
付
 
 

、
 
 

つ
等
 
 

か
所
 
 

、
育
 
 

り
保
 
 

あ
、
 
 

で
所
 
 

」
療
 
 

調
、
 
体
で
 
 

、
を
事
 
て
応
る
 
 

い
対
図
 
お
な
を
 
 

つ
け
勺
 
 

‥
■
十
小
－
√
・
ハ
 
 ∵

 
 

な
る
 
 

ど
こ
‖
リ
 
 

と
 
 量

 
 

目
し
 
 
 

－
 
ノ
 
 

る
 
 

象
事
病
当
ら
育
生
病
病
の
 
 

児
業
児
面
、
を
ま
後
気
 
 
 

童
の
対
症
集
行
で
児
の
A
 
 

対
本
）
 
か
保
年
）
 
 

4 （略）   
対象となる児童は、次のとおりとする。  
応型  

と
で
3
 
 

こ
庭
校
 
 

い
家
学
 
 

な
り
小
 
 

い
よ
た
 
 

て
に
め
 
 

つ
合
認
 
 

至
都
と
 
 

に
の
要
 
 

期
等
必
 
 

復
務
が
 
 

回
勤
村
 
 

の
の
町
 
 

気
者
市
 
 

病
護
、
」
 
 

、
保
て
う
 
 

が
つ
つ
い
 
 

い
か
あ
と
 
 

な
、
で
」
 
 

れ
り
童
児
 
 

ら
あ
児
病
 
 

め
で
な
「
 
 

認
難
難
下
 
 

は
困
困
以
 
 

変
が
が
（
 
急
育
 

と
童
型
期
り
 
 

の
保
こ
児
応
復
よ
 
 

状
団
う
の
対
回
に
 
 





所
J
る
の
る
の
 
 
 

場
り
す
等
す
域
 
 
 

施
お
当
理
当
地
 
 
 

実
て
担
管
担
を
 
 
 

の
れ
を
生
を
授
 
 
 

業
さ
業
衛
業
支
 
 

D
事
慮
事
・
事
談
 
 

と
本
配
本
理
本
相
 
 

こ
 
に
 
管
 
る
 
 
 

③
 
④
 
⑤
 
 

網
㈲
齢
摘
齢
銅
 
 

医
師
実
を
地
て
 
 

児
 
 

1
 

．
－
・
 

榔
肺
醐
腑
摘
瞞
 
 

さ
 
 

面
 
 

生
 
 

衛
 
 
 

で
 
 

等
 
 

ス
 
 

は   

象
 
 

対
 
 

ヨ
ー
ク
 

ニ
∴
＝
 
ー
ー
リ
ノ
 
場
 
 

と
 
 

こ
 
 

る
 
 

す
 
 

と
 
 

保
 
 

康
 
 

健
 
 

の
 
 

体
 
 

全
 
 

量
 
 

育
的
子
的
 
 

護
健
護
一
 
 

看
保
看
ニ
 
 

す
 
 

対
 
 

等
 
 

ヨ
印
 
妻
ノ
 
 
∩
 
 

産
と
 
 

妊
こ
 
 

児
と
が
載
い
こ
か
所
実
利
 
 
 

後
者
設
記
な
う
前
育
を
な
 
 
 

病
護
施
を
は
行
る
保
業
切
 
 
 

び
保
い
等
性
を
す
る
事
適
0
 
 
 

及
、
な
容
要
定
所
す
の
た
と
 
 
 

型
後
で
内
必
決
登
施
型
じ
こ
 
 
 

応
た
関
方
の
の
に
実
応
応
る
 
 

法
対
せ
機
処
院
れ
所
を
対
に
め
 
 

方
児
さ
療
、
入
入
育
業
児
状
努
 
 

施
病
診
医
状
が
け
保
事
後
症
に
 
 

実
）
受
）
症
師
受
）
の
病
の
保
 
 

3
 
 

1
 
 
2
 
 

（
 
 
 

6
（
 
（
 
 

6 実施方法  
（1） （略）  に

 
の
医
、
 
 

医
 
童
た
し
 
 

け
 
0
児
し
認
 
 

つ
と
が
察
確
 
 

り
こ
者
診
を
 
 

か
う
護
を
状
 
 

か
行
保
童
症
 
 

を
を
、
児
、
 
 

童
定
は
 
○
り
 
 

児
決
合
例
よ
 
象
の
場
式
に
 
 
 

鋤
 
 

つ
え
型
票
し
 
 
 

㌧
・
‥
、
．
㌧
■
 
 

応
議
児
た
を
∩
 
 

対
協
病
し
旨
と
 
 

対
れ
る
様
 
 

、
入
す
2
 
 

は
け
施
紙
 
 

の
医
、
 
 

童
た
し
 
 

児
し
 
 

が
察
確
 
者
診
を
 
 

譲
を
状
 
 

保
童
症
 
 

日
し
 
 
 

ヽ
－
・
・
．
ノ
 
 
ヽ
 
は
 
 

0
り
 
合
例
よ
 
 

場
式
に
 
 

実施する  型
票
し
 
 

嬬
錮
銅
 
児
た
を
 
 

病
し
旨
L
 
 

が
載
い
こ
 
 

設
記
な
う
 
 

凋
翫
紺
 
な
容
要
定
 
 

で
内
必
決
 
 

関
方
の
の
）
 
 

機
処
院
れ
略
 
 

療
、
入
入
（
 
 

医
状
が
け
 
 

）
症
師
受
）
 
 

を
 （別紙1様  
たもわ㌻）  

型
は
童
確
 
応
又
児
の
 
 

対
型
、
制
 
 

児
応
し
体
 
 

良
対
と
携
 
 

不
児
と
連
 
 

調
病
こ
る
 
体
の
る
け
 
 

、
域
す
お
 
 

は
地
用
に
 
 

て
、
利
域
 
 

い
く
に
地
 
 

つ
な
的
、
 
 

に
で
先
う
 
 

児
の
優
よ
 
 

・
艮
も
を
る
 
 

不
る
設
れ
 
 

調
す
施
わ
 
体
用
る
行
 
 

の
利
す
が
 
 

ら
を
施
用
 
 

－
∽
岩
－
 
 
 事

療
市
い
し
本
療
運
医
化
導
る
病
す
い
本
の
に
染
体
を
 
 

意
医
 
と
対
 
医
業
 
変
指
す
 
設
つ
 
走
者
感
 
童
 
 

留
）
①
 
 
②
 
 
③
 
 

1
 
 

7
（
 
 

関
村
」
療
業
関
へ
機
的
助
と
対
医
あ
業
安
し
防
の
 
 
 
 
■
・
【
－
－
」
J
「
一
 
 
）
 
t
t
Y
一
7
り
J
■
．
■
ノ
 
 
ー
 
 
 
一
 
．
ズ
」
．
．
「
ト
ト
 
■
．
．
J
 
 
一
 
」
ヽ
ノ
 
．
．
．
■
．
－
、
ノ
L
 
⊃
＝
■
ノ
 
′
■
ノ
′
 
 
 
 
H
‖
．
h
し
 
′
し
 
ー
・
h
－
 
項
機
町
う
医
事
機
営
療
に
、
こ
児
る
て
事
目
対
の
温
曹
 
 

」
に
 
の
事
 
の
の
定
 
 
 

会
設
 
め
、
態
で
選
 
 
 

師
施
 
た
し
 
病
面
め
 
 
 

医
施
 
0
ぅ
定
 
0
の
療
じ
 
 
 

方
実
と
ら
選
と
童
医
か
 
 
地
、
こ
も
め
こ
児
の
ら
 
 
 

「
 に

る
て
じ
る
、
常
あ
 
 
 

下
も
す
れ
か
す
は
日
を
 
 
 

以
と
導
入
ら
築
合
、
）
 
 
 

（
 と

指
け
あ
構
場
め
。
 
 
 

等
う
う
受
を
を
る
た
ナ
リ
 
 
 

一
－
二
．
∴
 
 

∴
∴
 
 

∴
 

二
 
 

と
長
i
機
を
（
の
関
確
言
 
 

（
 

併
に
 
 

択
応
 
関
 
 

機
 
 

療
 
 

医
 
 

力
 
 

協
 
 

は
 
 て

 
 
 

∴
∵
∵
川
 
 

型を実施  ヽ  て
 
 
 

－
．
∨
 
 お

 
 

ナ
し
 
 

計
 
 

場
 
 

る
 
 

す
 
 対

 
 

の
 
 

急
 
 

緊
 
 

機関の医師を含む。）  
かじめ文書により取り  

の
 
 

め  
医と相談のうえ、－  

湘   するとともに、保護  
実施するに当たっては、指  
対応可能な症例、開所時間  
周知し、理解を得ること  



他
 
 

ヽ
 
で
 
 

と
 
 

こ
 
 

す
 
 

施
 
を
 
 

慮
 
 

な
 
 

分
 
 

十
 
 

の
 
 

へ
 
 
■
 
 

0
、
1
－
、
′
．
■
 
■
ノ
一
．
■
J
「
一
－
 
 

面
と
合
育
来
防
言
 
 

生
こ
場
保
往
予
助
 
 

衛
る
る
と
の
、
ぅ
 
 

、
す
す
所
児
は
よ
 
 

し
止
施
場
他
て
る
 
 

置
防
実
施
び
し
す
 
 

設
を
を
実
及
際
種
 
 

を
染
型
業
員
に
按
 
 

備
感
応
事
職
れ
防
 
 

設
の
対
、
、
入
予
 
 

の
へ
児
う
で
け
て
 
 

等
員
良
よ
と
受
じ
 
 

い
職
不
い
こ
の
応
 
洗
び
調
な
る
童
に
 
 

手
及
体
し
け
児
要
 
 
 

児
 
染
設
 
必
 
②
 
③
 
 
④
 
 

他の健康な児童が感  
の間に間仕切り等を  
と。  

は
室
る
況
 
0
 
 

て
戯
す
状
と
 
 

い
遊
限
の
こ
 
 

お
・
制
種
る
 
 

に
室
を
接
す
 
 

等
こ
 
 
を確認するとともに、  

へ
 

続
0
 
 

碩
嘲
乱
打
碩
郎
 
 

2
 
 

1
 
 

8
（
 
 
 
（
 
 

‥
・
 
 
 
 
 
 
く
 

γ
叫
…
…
心
 
 

。）及び特別区の長は  
育所等について都道府県  

旨の必要な書類を整備  る
 
 

あ
 
 

で
 
 

等
 
 

用
 
 

費
 
 

9 （略）  
1
 
 

9
（
 
 ）国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとする。 ヽ Y一′ 丁 二7ドiJl、－／ヽJ ヽ一′  、 ヽ ′JJl、－ ′⊥＿ ヽ′’ノ  ）   」  ヽ－  ノlヽ－ の  ／ l＝H－7J ′  即  しノ ▼・′  」   ′  qノ 0  

町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助す  0
 
市
事
指
事
る
 
 
 

る
 
本
き
 
 

①
 
②
）
で
 
 

2
 
 

（
 
 

業
担
 
 
 

事
負
 
 
 

る
者
 
 
 

す
護
 
 
 

成
保
 
 
 

助
を
 
 
 

は
部
 
 
 

又
一
 
 
 

業
の
 
 
 

事
費
 
 
 

る
経
 
 
す
な
 
 
 

施
要
 
 
 

実
必
 
 
 

が
に
 
 
 

市
め
 
 
 

核
た
 
 
 

中
る
 
 
 

び
す
 
 
 

及
施
 
 
 

市
実
 
 
 

都
を
 
 

業
定
業
 
 

とすることが  

き一－、 ・■一－ ＝′一 一～ 
こ蛋イれ′Ⅷゝ◆｛■、－‾■、叫山科＝  
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1  は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす  ふ
怠
－
 
 

べ
す
題
 
 

業
 
的
す
に
課
 
 

事
育
目
る
う
た
 
 

育
保
の
す
よ
し
 
 

保
的
業
望
る
う
 
 

的
庭
事
希
き
こ
 
 

庭
家
 
 
で
 
 

家
）
①
 
 

1
 
 

2
「
 
 

保
的
業
望
る
は
宅
施
を
こ
施
施
的
）
 
 

的
庭
事
希
き
又
居
実
消
る
冥
実
庭
号
 
庭
家
 
 
で
士
の
 
 

業
 
的
す
に
に
 
 

事
育
目
る
う
修
 
育
保
の
す
よ
研
 
 

家
）
①
 
 

1
 
 

1
「
 
 

が  

す  

が
育
）
1
の
供
 
 

と
保
－
㍗
㌔
童
提
 
 

二
∴
∴
．
㌔
 
 

働
が
」
」
待
ビ
 
 

、
な
者
育
て
一
 
 

け
け
育
保
つ
サ
 
 

預
受
保
的
も
育
 
 

に
を
的
庭
、
保
 
 

所
援
庭
家
し
な
 
 

蕾
 
 

人
 
 

の
 
 

て
 
 

安
 
 

が   
い
 ■

 
‥
 
 

．
 
 

人
 
 

の
 
 

て
 
 

べ
す
 
 

るため、保  るため、  
に対応  より市町村長  

する者（以下「家庭的保育者」とい  において  

の 保育（以下「家庭的保育」と  ことで、保育  
とともに、地  

う。）の居宅等   曇
■
■
。
い
∵
㍍
■
∴
 
 

現
銅
摘
俳
 
 

し 旦  ノ  ／ ○ ′   ▼一′ ′l・・」   ］ 「「「l、一■ ■ヽ、－′ ▼  

いう。）を実施するこ とで、保育ず＝ビスの供給を増やし  
機児童の解消を図ることを目的とする。  

もって待  

保 
満 

経営する  

主
主
低
施
託
 
 

又
準
。
 
者
基
づ
 
 

育
る
し
 
 

保
す
と
 
 

．
 

・
l
へ
 

ー
 
 

市町村（特別区を含む。以  下同じ。）  

を
 
 

とす  る。ただし、  
2年法律第16  

′・．－・ユニLh、ミ★ニーこ、‥、‥．・ご■・．て」ニ一：＿・ミミ・ニー∵・へ・・ ．ざ・．－てi▲⊥1上．：さ言∴・1－・■‥ 王・・．・㌔ムトニべエ、．！言ニー丁‥・・‥・王‥－て⊥⊥こ」∴二∴．  



－
∽
阜
‥
T
 
 
 

イ  
とL  


